
「昭和１００年！昭和満喫企画展」公募型プロポーザル実施要領 

 

１　趣旨 

本要領は、「昭和１００年！昭和満喫企画展」の委託業務を発注するに当たり、創造

性、構想力などを求める業務として、広く複数の事業者から企画の提案を受け、企画の

魅力や費用対効果等を総合的に評価し、地方自治法第２３４条第１項の規定に基づき、

公募型プロポーザル方式により受注候補者を選定するための手続きを定めるものである。 

 

２　業務概要　※詳細は、「昭和１００年！昭和満喫企画展要求水準書」参照 

（１）事業名 

「昭和１００年！昭和満喫企画展」業務委託 

（２）履行場所 

吉川中央公民館内（埼玉県吉川市大字保５７７番地） 

（３）業務内容　 

①「昭和のお茶の間再現」設置・展示管理・撤去 

②「昭和のポスター等展示」設置・展示管理・撤去 

③「昭和の歌手モノマネコンサート」開催一式 

（４）業務期間 

契約締結日から令和８年１２月７日（月）まで 

（５）提案限度額 

２，３６０，０００円（消費税及び地方消費税抜き） 

 

３　プロポーザル方式の種別 

公募型プロポーザル方式 

 

４　市担当部署 

〒３４２－８５０１　埼玉県吉川市きよみ野一丁目１番地 

　　　吉川市健康長寿部長寿支援課　高齢福祉係 

　　　連絡先　電話：０４８－９８２－５１１８（直通） 

ＦＡＸ：０４８－９８１－５３９２ 

　　　　　　　E-mail：choujyushien2@city.yoshikawa.saitama.jp 

 

５　参加資格要件　 

（１）次に掲げる要件をすべて満たしている者であること。 

①地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいずれにも

該当していないこと。 

②会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ

ている者でないこと又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手

続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続開始決定を受けている

者を除く。 
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③租税を完納していること。 

④いずれの地方公共団体からも指名停止の措置を受けていないこと。 

⑤吉川市暴力団排除活動推進条例（平成２４年吉川市条例第１９号）に規定する暴力

団または暴力団員でないこと。また、暴力団の威力の利用や暴力団に利益を供与す

る等の当該条例に違反する行為がないこと。 

（２）令和７・８年度吉川市物品等競争入札参加資格者名簿に登載されている者である

こと。 

 

６　全体スケジュール 

全体スケジュールは、下記のとおりとする。ただし、都合により変更となる場合があ

る。なお、現地視察を希望する場合は、あらかじめ担当部署へ連絡すること。 

 

７　質問の受付及び回答 

（１）受付期限 

令和８年６月１６日（火）午後４時３０分まで 

（２）提出方法 

質問書（様式第４号）を担当部署に電子メールで提出 

（３）回答期限 

令和８年６月２３日（火）午後４時３０分までに電子メールにて一括回答するとと

もに市ホームページに掲載する。 

 

８　参加申込 

本プロポーザルの参加申込者（以下「企画提案者」という。）は、次の書類を直接持参

又は郵送（書留）により担当部署に提出すること。なお、提出された書類は返却しない。 

（１）提出書類 

①参加表明書（様式第１号） 

②誓約書（様式第２号） 

（２）提出期限 

　　　令和８年６月３０日（火）午後４時３０分　※必着 

 項目 スケジュール

 実施要領等の公表、公募開始 令和８年６月　１日（月）

 質問受付期限 令和８年６月１６日（火）午後４時３０分まで

 質問回答期限 令和８年６月２３日（火）午後４時３０分まで

 参加申込書類提出期限 令和８年６月３０日（火）午後４時３０分まで

 企画提案書類提出期限 令和８年７月１０日（金）午後４時３０分まで

 第１次審査（書類審査）の結果通知
令和８年７月中旬頃  第２次審査の実施通知

 第２次審査（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ・ﾋｱﾘﾝｸﾞ） 令和８年７月下旬頃

 候補者選定結果通知・公表 令和８年８月上旬頃

 契約締結 令和８年８月中旬頃



９　企画提案 

本プロポーザルの企画提案者は、添付書類とともに企画提案書（様式第３号）を直接

持参又は郵送（書留）により担当部署に提出すること。なお、提出された書類は返却し

ない。 

（１）添付書類 

①「昭和のお茶の間再現」提案説明書 

　　　②「昭和のポスター等展示」提案説明書 

　　　③「昭和の歌手モノマネコンサート」提案説明書 

④その他必要に応じて補足説明資料 

（２）提出期限 

　　　令和８年７月１０日（金）午後４時３０分　※必着 

（３）その他 

①複数の企画提案を行うことはできない。 

②提出期限後における企画提案書類の差し替え及び変更はできない。 

③提出された企画提案書類の著作権は企画提案者に帰属するが、市が本プロポーザ

ルの評価及び報告等のため必要な場合は、複製及び使用できるものとする。 

④本プロポーザルに関する公文書公開請求があった場合は、吉川市情報公開条例（平

成１２年吉川市条例第１６号）に基づき、提出書類を公開する場合がある。 

 

１０　第１次審査（書類審査）　 

市が設置する「昭和１００年！昭和満喫企画展事業者選定委員会」（以下「選定委員

会」という。）において、提出された参加申込書類及び企画提案書類により、審査を行

い、評価点の上位３者を第２次審査の対象とする。ただし、企画提案者が３者以内の場

合は、参加資格要件を満たす全ての企画提案者について第２次審査を行うこととする。 

 

１１　第２次審査（プレゼンテーション及びヒアリング） 

選定委員会において企画提案に係るプレゼンテーション及びヒアリングを実施し、審

査を行う。なお、企画提案者が第２次審査を欠席した場合は、審査対象外とみなす。 

（１）日時 

　　令和８年７月下旬（予定）　※詳細については、後日、企画提案者へ通知する。 

（２）場所 

　　　吉川市役所内 

（３）時間構成 

　　　１者につき約４０分 

（準備：５分以内、企画提案書の説明：２５分以内、質疑：１０分以内） 

（４）留意事項 

①パワーポイント等による動画や画像の投影も可とする。その際、スクリーン、プロ

ジェクター、ケーブル及び電源コンセントは市で用意するが、パソコン、その他必

要な機器等は各企画提案者が用意すること。 

②企画提案者の出席人数は３名までとする（パソコン操作員を含む）。 

 



１２　候補者の選定 

（１）選定委員会において総合評価点の高い順に順位を決定する。最高得点の企画提案者

を候補者として選定し、第２位を次点候補者とする。ただし、総合評価点の最高得点

を獲得した企画提案者が複数あった場合は、委員の投票で決する。委員の投票が同数

の場合は、委員長が投票した企画提案者を契約候補者とする。 

（２）企画提案に係る評価項目、評価の内容・着目点及び配点は、「表１　企画提案に係る

評価基準」のとおりとする。 

（３）選定結果については、企画提案者に通知するとともに、市ホームページに公表する。 

（４）審査の結果、総合評価点が６割に満たない場合は、契約候補者として選定しない。 

 

表１　企画提案に係る評価基準 

 

１３　企画提案者の失格 

企画提案者のうち、次のいずれかに該当する場合は参加資格を取り消し、失格とする。 

（１）提出書類に嘘偽の記載があった場合 

（２）提出期限を過ぎて、企画提案書が提出された場合 

（３）会社更生法等の適用を申請するなど、契約を履行することが困難と認められる状態

に至った場合 

（４）事業者選定の公平性に影響を与える行為があったと認められる場合 

（５）消費税及び地方消費税を含む提案額が２，５９６，０００円を超えている場合 

（６）その他、企画提案にあたり著しく信義に反する行為などにより、選定委員会が失格

と判断した場合 

 評価項目 評価の内容・着目点 配点

 ①昭和のお茶の間再現

 期待できる

効果

企画のコンセプトを踏まえた提案である。 １０

 専門的な視点を活かし興味を引く魅力的な提案である。 １０

 円滑実施 会場の特性等を理解し円滑な実施が期待できる提案である。 ５

 ②昭和のポスター等展示

 期 待 で き

る効果

企画のコンセプトを踏まえた提案である。 １０

 専門的な視点を活かし興味を引く魅力的な提案である。 １０

 円滑実施 会場の特性等を理解し円滑な実施が期待できる提案である。 ５

 ③昭和の歌手モノマネコンサート

 期 待 で き

る効果

企画のコンセプトを踏まえた提案である。 １０

 専門的な視点を活かし興味を引く魅力的な提案である。 １０

 円滑実施 会場の特性や設備等を理解し円滑な実施が期待できる提案である。 ５

 ④共通事項

 
価格の節減

提案限度額を下回る提案である（提案限度額に対し、10％以上、9％

～6％、5％～2％、1％、0％の減額に応じて配点）。
１５

 その他提案 上記の項目以外で積極的な提案がある。 １０

 合　　計 １００



１４　候補者との契約 

（１）契約方法 

①選定された候補者と業務内容の詳細について協議し、仕様書等の調整を行ったうえ

で契約を締結するものとする。 

②契約は、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号及び吉川市契約規則（昭和

３９年吉川市規則第２号）の規定に基づき締結する。 

③選定された候補者が契約の締結を拒否した場合、審査における次点候補者を契約の

相手方とみなし、契約を締結する。 

（２）契約金額 

候補者より提出された参考見積書の金額を上限として決定する。 

　 

１５　著作権 

提出された企画提案書及び添付書類にかかる著作権は、企画提案者に帰属するものと

する。なお、第三者に帰属する著作権（既存公知のキャラクター等）の使用の責は、使

用した企画提案者に全て帰するものとする。 

 

１６　その他留意事項 

（１）書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、企画提案者の負担とする。 

（２）参加申込や企画提案書類の提出後、参加を辞退する場合は、参加辞退届（様式第５

号）により、速やかに辞退する旨を担当部署へ通知すること。 

（３）本プロポーザルにおいて知り得た市の事業等の内容については、守秘義務を課すも

のとする。 

（４）本プロポーザルの実施期間中（契約締結までの期間を含む）において、関係者に対

し、本プロポーザルの内容に関する確認等についての接触を禁止する。 


